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人

衆
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議

長

横

路

孝

弘

殿

衆
議
院
議
員
江
田
憲
司
君
提
出
公
益
法
人
の
「
隠
れ
報
酬
」
の
調
査
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
江
田
憲
司
君
提
出
公
益
法
人
の
「
隠
れ
報
酬
」
の
調
査
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
調
査
に
つ
い
て
は
、
特
例
民
法
法
人
に
お
い
て
、
定
款
又
は
寄
附
行
為
に
よ
り
無
報
酬
と
さ
れ
て
い
る
役
員
に

報
酬
以
外
の
名
目
に
よ
り
対
価
を
支
払
う
こ
と
が
、
国
家
公
務
員
出
身
者
へ
の
報
酬
を
意
図
的
に
隠
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
い
っ
た
国
民
の
不
信
感
を
招
き
か
ね
な
い
こ
と
か
ら
、
各
府
省
が
所
管
す
る
特
例
民
法
法
人
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
法
人
を
対
象
に
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

�

平
成
二
十
一
年
十
二
月
一
日
現
在
、
国
家
公
務
員
出
身
者
（
国
の
行
政
機
関
に
お
い
て
常
勤
の
職
員
と
し
て
職
務
に
従

事
し
た
者
（
た
だ
し
、
専
ら
教
育
、
研
究
又
は
医
療
に
従
事
し
た
者
及
び
当
該
行
政
機
関
に
お
け
る
勤
務
が
一
時
的
で
あ

っ
た
者
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）
が
常
勤
役
員
又
は
常
勤
職
員
に
在
籍
す
る
法
人

�

平
成
二
十
年
度
に
お
い
て
、
国
又
は
独
立
行
政
法
人
か
ら
合
計
千
万
円
以
上
の
支
出
を
受
け
た
法
人

�

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
現
在
、
行
政
か
ら
何
ら
か
の
権
限
が
付
与
さ
れ
て
い
る
法
人

二
に
つ
い
て

調
査
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
六
日
に
公
表
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。


